
この春 市内の小学校に入学予定のお子様がいらっしゃる皆様へ 

 

 

 

 

 

 

 

以下のすべての条件に該当する方が対象となります。 

・令和８年2月1日現在、淡路市内に居住しており、淡路市立の小学校に入学予定の方 

・【裏面】の「令和７年度就学援助制度の認定基準」に該当する方 

・生活保護（教育扶助）を受給していない方 

令和８年1月５日（月）～令和８年1月３０日（金）

※受付は、市役所開庁時間(平日 8：30～17：15）です。 

※申請期間以外は、受付できません。 

①「就学援助世帯票兼認定申請書」 ② 振込先預金通帳等の写し

淡路市学校教育課または各地域事務所（岩屋・北淡・一宮・東浦） 

   ・今回、入学準備費の支給を受けられた方で「令和８年度就学援助制度（学用品費などの 

    援助）」を希望する場合は、別途申請が必要です。ただし、令和８年度の基準で改めて審 

    査を行いますので、認定されない場合があります。 

   ・入学準備費の支給を希望されない場合は、入学前の支給を行いませんが、「令和８年度就 

    学援助制度」を申請し、認定となった場合は「新入学学用品費等」として同様の費用を 

支給します。なお、今回、入学前に支給を受けられた方は対象となりません。 

   ・入学準備費の支給決定後に市外へ転出された場合、入学準備費の返還は求めませんが、 

    本市で入学準備費の入学前支給を行った旨を転出先の自治体へ通知します。 

   

 

市では、経済的な理由で市立学校への就学が困難であるお子さんがいるご家庭を対象

に、学校での学習に必要な費用の一部を援助する「就学援助」を行っています。 

令和８年度に小学校新１年生となるお子様がいる経済的に困窮されているご家庭を対

象に、入学準備にかかる費用の一部を支給します。 
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 令和７年度において、保護者が次の１～９のいずれかに該当し、世帯の前年の所得の合計額が以

下の「令和７年度 世帯構成別所得金額基準表」の金額以下で、教育に要する費用の支払いが経済

的に困難と認められる方 

１ 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 ６ 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予 

２ 市民税の非課税又は減免        ７ 児童扶養手当の支給 

３ 個人事業税の減免           ８ 生活福祉資金による貸付け 

４ 固定資産税の災害減免         ９ 1～8のいずれにも該当しないが、 

５ 国民年金の掛金の減免           経済的理由によって就学が困難となる事情がある。 

※９人以上の場合は学校教育課までお問合せください。 

以下の①②に該当する方は、申請書以外に添付書類が必要です。 

※①②に該当しない方は、淡路市就学援助規則により、添付書類は不要です。 

添付書類が必要となる方 必要な添付書類 

①令和７年１月１日時点で淡路市に住民登録 ・世帯全員の所得がわかる書類 

 をしていなかった方 （確定申告書（写）、市民税課税（所得）証明書等） 

②令和７年１月１日時点で淡路市に住民登録 ・世帯全員の所得がわかる書類 

 をしていたが、所得の申告をしていない方 （税務課で申告の上、その控えを提出してください） 

※①の「市民税課税（所得）証明書」は令和７年１月１日現在の住所地の市区町村で取り寄せてください。 

※場合により、上記以外の書類の提出を求めることがあります。 
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